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＜対応＞
　○　個別の状況を確認・相談しながら，対応を検討します。
　○　感染等が心配で登校を控えさせる場合は，「出席停止」扱いとします。

令 和 ３ 年 ９ 月 ２ 日
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　時下，皆様におかれましては，ますますご健勝のこととお喜び申し上げます

　さて，現在，新型コロナウイルス感染症の第５波と言われる状況で，都市部だけでな

く全国的に感染拡大が続いており，県内でも感染者数が増え続け，児童への感染拡大が

懸念されている状況です。

　つきましては，校内での集団感染防止を図り，児童の安全を守りながら学びを保障し

たいと考えます。もし，ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合には，別紙資

料”8つのポイント”を参考にしてください。また，新型コロナウイルス感染症に関して

下記の１～３の事例及び情報があった場合は，可能な限り速やかに学校（管理職又は学

級担任等）に連絡の上，その後の対応について相談してくださいますようご協力をお願

いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る学校への連絡等について（お願い）

　児童（生徒）や同居するご家族等が，保健所等により，新型コロナウイルスの「感
染者」又は「濃厚接触者」に特定された場合。

　児童（生徒）や同居するご家族等が，保健所等の指示により，ＰＣＲ検査等の新型
コロナウイルスに関する検査を受けることになった場合（濃厚接触者と特定されてお
らず，「接触者」等として幅広く検査を実施する場合も含む）。

　同居するご家族を含めて，感染拡大地域を訪問したり，職場等で感染者等が確認さ
れたりして，新型コロナウイルス感染症への感染が心配である場合。

＜対応＞保健所等の指示に基づいた対応を行う。

【児童生徒が「感染者」「濃厚接触者」と特定された場合】

　○　「感染者」の場合，治癒するまで出席停止（保健所の指示）。

　○　「濃厚接触者」の場合，最後に感染者と濃厚接触をしてから２週間出席停止。

　　※　感染者となった場合は，「感染者」の対応に移行。

【同居するご家族等が「感染者」となった場合】

　○　児童（生徒）が「濃厚接触者」の可能性が高まる。保健所等の指示による。

【同居するご家族等が「濃厚接触者」となった場合】

　○　濃厚接触者のＰＣＲ検査結果が出るまでは出席停止とします。

　○　その結果が「陰性」の場合でも，家庭内の感染防止対策状況によっては，

　　保健所等の指示により出席停止が継続する場合もあります。

＜対応＞　※　地域の感染状況を考慮して対応策を強化します。

　○　そのＰＣＲ検査等の結果が出るまで，念のため登校を控えさせてください。

　○　結果が「陰性」で，濃厚接触者と特定されなかった場合（接触者扱い）は，

　　学校に状況等を相談の上，登校させてください。

　　※　結果が陽性で感染者となった場合は，上記「感染者」の対応に移行。


